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Ⅰ はじめに  
 

今日の消費者を取り巻く環境は、社会・経済・技術の発展により、新しい製品や

サービス、流通のスタイルが生まれ、消費者の暮らしはより豊かに、より便利なも

のになってきている。しかしながら他方で、消費者と事業者との契約においては、

日々、新たな取引形態が生じる等、消費者問題はますます複雑化・多様化・深刻化

している状況にある。 

昨年、国においては「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」により「訪

問購入」に関する規制が行われ、「消費者安全法の一部を改正する法律」により、

実態のない「権利」等の取引を原因とする財産被害の拡大防止等についても対策が

なされた。 

また、消費者の一層の自立を支援するために「消費者教育の推進に関する法律」

が制定されている。 

これらのことを踏まえ、大阪府消費者保護条例と関係法令との整合性を図るとと

もに、より実効性のあるものとするため、平成25年２月４日、大阪府消費者保護審

議会は、大阪府知事から条例の見直しについて諮問を受けた。 

大阪府消費者保護審議会は、できるだけ早期に必要な条例改正ができるよう、集

中して審議をすることとし、条例改正検討部会を設置した。  

本部会は、今回の条例改正の検討に当たり、「特定商取引に関する法律の一部を

改正する法律」及び「消費者安全法の一部を改正する法律」との整合性並びに「消

費者教育の推進に関する法律」の施行に伴う消費者教育に関する事項を最優先の検

討事項とし、「不招請勧誘」、「苦情審査委員会」、「自主行動基準」、「消費者

基本計画」、「応訴における消費者支援」に関する事項についても重要課題として

議論を行った。 

報告にあたっては、これらの項目について、改正条例に盛り込む必要があると考

える基本的事項を記述することとし、他に議論を行った項目については、「その他

の条例に係る事項について」として記述している。 

当部会は、計４回の検討結果を踏まえて、条例改正についての意見をとりまとめ、

報告するものである。 



 

 

 

 

Ⅱ 条例改正に向けた提言  
 
１「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」について 
平成22年度以降、女性や高齢者を中心に、買取業者が貴金属等を強引に買い取る

いわゆる｢押し買い｣によるトラブルに関する相談件数が全国的に急激に増加し、同

様に府内においても急増した。 

その対策として、国は、平成24年8月、｢特定商取引に関する法律の一部を改正す

る法律 (以下｢改正特商法｣という。)」により、新たに「訪問購入」取引を規制対象

としたところである。 

 現行条例においては、｢事業者から商品及び役務等を購入し、使用し、利用する者｣

を消費者であると解釈しており、｢事業者に物品等を売却する者｣が消費者であると

いう想定はされていない。 

また、｢改正特商法｣では、｢規制の対象除外物品(自動車・家具・家電・書籍等)｣

等が規定されており、取引態様や物品等の種類にかかわらず全ての取引行為を対象

としている条例とは相違点がある。 

そのため、「改正特商法」との整合性を図るという点を踏まえたうえで、条例に

よる規制のあり方について検討した結果、次の点について条例を改正することが望

ましいとした。 

 

(1) 「事業者に物品を売却する」取引（以下｢買取型消費者取引｣という。）におい

て、「事業者に物品を売却する者」は「消費者」であることから、当然「消費者

としての権利」を有しており、条例において｢事業者に物品を売却する者｣が｢消費

者｣であることを明確にすること。 

(2) 「改正特商法」は、前述のとおり｢訪問購入｣に関する規制対象を「物品」に限

定し、そのうえで規制の対象除外物品を定めている。また、事業者が消費者宅等

に訪問して行う「訪問」取引のみを対象としているが、実際には、規制の対象と

ならない「ゴルフ会員権」等の「権利」に関するものや、「訪問」以外の電話や

店舗における「買取型消費者取引」のトラブルが発生している。 

これらのことから、条例は、法では対応ができない課題について対応を可能と

すべきであり、現行条例の考え方のとおり｢買取型消費者取引｣についても「物品

の種類」や「訪問」であることに限定するのではなく、全ての「買取型消費者取

引」を条例の対象とすること。 

 

なお、今回の条例改正において、「改正特商法」の「規制対象除外物品」、「実

態のない権利等」及び「訪問」に限定しない全ての「買取型消費者取引」を条例

の規制対象とすることについては、適正な事業活動を行っている事業者の「自由

な事業活動」への影響があることから、広く府民や事業者等の意見を聴いたうえ

で最終的に判断するべきと考える。 



 

 

 

 

２ ｢消費者教育の推進に関する法律」について 
平成24年8月、「消費者教育の推進に関する法律（以下「消費者教育推進法」とい

う。）」が制定され、その目的に「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに

交渉力の格差等に起因する消費者被害の防止」及び「消費者が自らの利益の擁護及

び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるようその自立を支援する」

ために消費者教育が重要であり、推進する必要があるとされている。 

このことから、新たな法が制定された経緯やその趣旨を踏まえると、現行条例の

「第５章 雑則」中の第三十条（情報の提供及び消費者教育）の規定は、あまりにも

不十分であると言わざるを得ない。 

そのためには、次の点について条例を改正することが望ましいとした。 

 

(1) 新たに「消費者教育」の章を設け、消費者教育推進法第三条に規定されている

「基本理念」にのっとり、府が「消費者教育」の充実に努めることを明確に規定

すること。そのために必要な事項を定めるべきことを条例に明記すること。 

 

なお、「消費者教育推進法」に都道府県の努力義務として規定されている「消費

者教育推進計画の策定」と、その計画の作成や変更に意見を述べる役割等を担う「消

費者教育推進地域協議会の設置」については、後述する「消費者基本計画」に「消

費者教育推進計画」に関する事項を記載することや、「消費者教育推進地域協議会」

の役割を現在の消費者保護審議会が担う等、手法に複数の選択肢があることを踏ま

え、部会の意見としては、上記の表現に留めるものである。 

 

 

３ ｢消費者安全法の一部を改正する法律」について 
  他の法令等で対応できない「実態のない利用権」や「換金できない外貨」等の取

引により、多数の消費者に重大な財産被害をもたらす事案への対策として、「消費

者安全法の一部を改正する法律（以下「改正消費者安全法」という。）」において

「被害の発生及び拡大防止を図るための事業者に対する不当な取引の取り止め」等

の措置を執るよう勧告できることとされた。 

条例においても、第八条に「危害を発生させ又は発生させる可能性がある事案に

対し、その危害の拡大の防止等のための勧告等」ができることが規定されているこ

とから、次の点について条例を改正することが望ましいとした。 

 

(1) 今回の「改正消費者安全法」による「『実態のない利用権』等の取引によって、

多数の消費者に重大な財産被害をもたらす事案」についても、「改正消費者安全

法」との整合性を図るという観点から、条例においても「被害の発生及び拡大を

防止すべき事案」として規定すること。 

 



 

 

 

 

 

４ 不招請勧誘について 
「改正特商法」により、「訪問購入」取引においては一部の規制対象除外物品等を

除き「不招請勧誘」が禁止された。 

現行条例では、第十六条第一項第一号及び規則第五条別表第一トにより｢拒絶の意思

を表明している消費者に対する勧誘｣が禁止されており、また、その運用及び解釈にお

いて｢訪問販売お断りステッカー｣等を玄関等に貼付することで｢拒絶の意思の表明｣で

あるとし、実質的な悪質事業者による「不招請勧誘」の防止対策としている。 

今回、「買取型消費者取引」を「物品の種類」や消費者宅等への｢訪問｣であること

を限定せず条例の禁止行為の対象とし、「拒絶の意思を表明している消費者に対する

勧誘」を禁止とすることで、例えば、「訪問販売お断りステッカー」に記載されてい

る「訪問販売」の文言を「訪問取引」や「訪問販売・買取」とする等の工夫によって、

「改正特商法」の規制対象除外物品等も含め、全ての「買取型消費者取引」において、

実質的な悪質事業者による「不招請勧誘」の防止対策とすることが可能であると考え

る。 

そのため、「取引形態」や「物品等の種類」を限定せずに禁止行為を定めている条

例において「不招請勧誘」を禁止行為する場合には、適正に事業を行っている事業者

への影響が懸念されることから、現時点において「不招請勧誘」を禁止行為とするこ

とは困難であると判断した。 

なお、現状においても「訪問販売」や「訪問購入」に関する女性や高齢者への被害

が多発していることを踏まえ、国や他府県の動向を注視しながら、今後も引き続き検

討すべき課題である。 



 

 

 

 

 

５ 苦情審査委員会について 
  苦情審査委員会に付されたあっせん及び調停については、苦情が解決した場合とと

もに解決の見込みがないと認められた場合にも、その経緯及び結果について公表を行

っている。 

しかし、公表にかかる根拠規定は、条例第三十条（情報提供及び消費者教育等）の

規定に基づくものであり、根拠としては非常にわかりづらいものとなっている。 

このため、次の点について条例を改正することが望ましいとした。 

 

(1) 第二十五条「審査会のあっせん等」の規定中に経緯及び結果の公表について明確

に規定すること。 

(2) あっせんの際にも調停と同様に当事者の出席を求めているが、現状では、あっせ

ん時における当事者への出席要請には根拠規定がなく、任意の依頼となることから、

事業者が出席を安易に拒む可能性がある。そのため、あっせんの際にも当事者への

出席を求めることができることを条例に規定し、根拠を明確にすること。 

 

なお、調停の際に、当事者が出席の求めに応じない場合には、第二十八条第一項第

四号に規定する「事業者の氏名等の公表」を行うが、これは、条例の実効性を担保す

るための手段として、制裁的機能に着目し設けられたものである。他方で、あっせん

はあくまでも「当事者間の自主的な解決を図るもの」であることから、あっせんにお

いて当事者が出席の求めに応じない場合であっても、制裁的な意味合いの「氏名等の

公表」の対象とはしないこととする。



 

 

 

 

６ 自主行動基準について 
  自主行動基準は、事業者の行動をより消費者志向の高いものとすることで、消費

者利益の増進に重要な役割を果たす手法のひとつと位置づけられており、府は、事

業者及び事業者団体の自主行動基準策定の取組に対し支援すべきであることが条例

に規定されている。また、事業者から届出があった場合は、府が公示することによ

り消費者へ情報提供することで事業者との信頼関係の構築を図るためのものとして

いる。 

現状では事業者から届出があった場合に、当該事業者に対する苦情相談等が複数、

継続して発生している等、当該事業者の事業活動の実態が届出の基準の内容を遵守

していないと認められる場合が発生している。 

しかし、現行条例の規定は、届出があった時点では、策定した基準の内容が条例

及び規則に規定する内容に適合している場合は、当該事業者の事業活動の実態がそ

の基準の内容を遵守していないと認められる場合であっても届出を受理することと

なり、公示することになる。 

これは、事業者の事業活動の実態と異なっている自主行動基準という情報を消費

者に提供することになり、本制度の趣旨や目的に反する結果となる可能性がある。 

そのため、次の点について条例を改正することが望ましいとした。 

 

(1) 府民へ事業者の正確な情報を提供すべきであることから、現行条例第十一条に

規定されている自主行動基準策定の届出があった時点における「自主行動基準の

内容が目的に合致していないと認められるとき」の是正勧告（同条第三号）と同

様に、「当該事業者の事業活動が、その基準の内容を遵守していないと認められ

るとき」においても、その遵守されていない事業活動に対する是正勧告を可能と

し、是正されない場合には公示しないこととする規定（同条第四号参照）を設け

ること。 

 

 

7 消費者基本計画の策定について 
  国においては、消費者施策の計画的な推進を図るため、｢消費者基本法｣において

｢消費者基本計画｣を策定することが定められている。 

府においても消費者施策を計画的に推進するためには、目標を定め、その目標を

達成するために施策を計画的に実施することが必要である。 

また、定期的に施策の実施状況や成果を点検し必要に応じて修正をすることで、

より実効性のある施策を実現することが可能となる。 

  そのため、次の点について条例を改正することが望ましいとした。 

 

(1) 条例において、府の責務として「消費者施策に関する基本的な計画（以下「基

本計画」という。）」を策定しなければならないことを規定し、その規定に基づ

き、府として基本計画を策定のうえ、計画的に消費者施策を推進することとする。 



 

 

(2) 基本計画に定めるべき内容や計画を策定する際には、府民及び消費者保護審議

会の意見を踏まえることについても規定すべきと考える。 

 

 
8 応訴における消費者支援について 
  近年、被害にあわれた消費者の中には、相手方である事業者等から提訴される事案

が発生している。 

  条例においては、消費者が事業者を提訴する場合の支援に関する規定はあるが、消

費者が事業者に提訴された場合の支援に関する規定は存在しない。 

  本来、被害にあわれた消費者への支援については、提訴する場合であっても提訴さ

れた場合であっても違いはないと考えられ、また、提訴される場合には、消費者の意

思にかかわらず被告となってしまうことになる。 

  しかしながら、本規定による訴訟資金の貸付については、制度が創設されて以降、

現在まで全く実績がないこと、また、実際に援助を必要とする消費者の実態が把握さ

れていない現状において、条例に新たに規定することは非常に難しいと考える。 

なお、消費者が事業者に提訴された場合の支援については、今後、支援を必要とし

ている消費者の実態を把握し、他の支援との役割分担等を踏まえ、支援のあり方につ

いて検討すべき課題である。 

 

 

9 その他の条例に係る事項について  
（１）条例名称について 

  条例の名称については、前回条例改正時の平成17年にも議論されたところである

が、現時点においても、条例名称中の「保護」の文言については、｢現在でも消費

者の保護という考えは必要｣、｢消費者は主体的に自立すべき｣等の相反する意見が

あることから、一定の方向性を示すことは困難であると考える。 
 
 

（２）集団的消費者被害回復制度について 

  平成25年４月19日、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手

続の特例に関する法律案」が閣議決定され、第183回国会に上程されている。 

今後の国会における審議の状況、具体的な運用等について確認したうえで、再度

議論すべきものと考える。 
 
 

（３）前文について 

  現行の前文は、改正を行った平成17年から約８年が経過し、この間、社会経済情勢

が変化し、消費生活と経済社会との関係がますます多様化・複雑化するなか、発生し

た東日本大震災の経験を契機に、地域や家族の絆を強め、社会の安定と持続可能性を

確保するためには、消費者が自らの意思決定や消費行動がもたらす影響と社会的役割

を自覚し、自主的に行動することが求められている。 

そのため、国において「消費者教育推進法」が制定され、「消費者教育」が重要で

あるとされたところである。 

－６－ 



 

 

本条例の前文においても、現状認識について修正すべき点のほか、「消費者教育」

については、その重要性・必要性とともに、それを強く推進すべきであることを盛り

込むことが望ましい。 

－７－ 



 

 

  

 

大阪府消費者保護審議会 検討経過 
 

 

総 会  Ｈ２５.２.４   ○「大阪府消費者保護条例の改正について」諮問  

 

○「条例改正検討部会」を設置して審議することに決定 

 

部 

会  

回 日 議題 

１ Ｈ２５.３.４ 

・大阪府消費者保護条例の改正に係る検討課題について 

  

・検討課題と論点について  

２ Ｈ２５.４.１２ 

・検討課題について 

 

・大阪府消費者保護審議会委員（部会以外）の意見に 

ついて  

３ Ｈ２５.５.１０ 
・・改正すべき大阪府消費者保護条例及び同施行規則の 

内容について 

４ Ｈ２５.５.３０ 
・｢大阪府消費者保護条例の改正について(中間報告案)｣ 

について 

 
 
 

 


